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第１　はじめに
　意匠法が保護する意匠には、物品全体を対象とす
る全体意匠の他に、物品の部分を対象とする部分意
匠があります。意匠法２条１項は、「この法律で「意
匠」とは、物品（物品の部分を含む

4 4 4 4 4 4 4 4

。）の形状、模様
若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下「形状等」

という。）・・・であって、視覚を通じて美感を起こ
させるものをいう。」と規定し、「物品の部分」の形
状等についても意匠法の保護対象であることを規定
しています。
　部分意匠は、平成10年の意匠法改正（平成10年法
律第51号）によって設けられた制度です。平成10年
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官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！
「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。
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